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独立行政法人航空大学校中期計画

国土交通大臣が定めた独立行政法人航空大学校（以下「大学校」という。）の中期目

標を達成するため、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３０条第１

項に基づき大学校の中期計画を以下のとおり定める。

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（１）組織運営の効率化

以下の措置を活用した事業運営体制の合理化・適正化を図ることにより、

中期目標期間中に「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に

関する法律」（平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８年度から５年間で

５％以上を基本とする削減等の人件費に係る取組を平成２３年度においても

引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件費削減の取組を踏ま

え、常勤職員数を削減する。

① 運航支援業務（整備業務、運航管理業務）の民間委託等を引き続き図る。

② 事業運営の合理化・適正化を図ることにより、管理業務の精査・見直しを

実施する。

（２）人材の活用

エアラインパイロットの養成に必要な役職員を確保するとともに、内部組

織の活性化を図り、業務運営の効率化を推進するため、各事業年度において

職員の約１０％程度について、国または大学、民間等と人事交流を行う。

（３）業務運営の効率化

① 教育・訓練業務の効率化

イ 学科教育においては、宮崎学科課程の教育時間を現行の５１０時間から

１割程度増やし、養成期間を現行の４ヶ月から５ヶ月に延長して教育の適

正化・質の向上を図る。

ロ 実科教育においては、飛行訓練装置を活用することにより、仙台フライ

ト課程における実機の操縦演習を現行の７０時間から６５時間程度に、同

課程の養成期間を現行の８ヶ月から７ヶ月に短縮し、適正化・効率化を図

る。

② 教育支援業務の効率化

新技術等の活用を図り運用業務及び整備業務の効率化を図る。

③ 一般管理費の縮減
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業務の効率化等により一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を

必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）について、本中

期目標期間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当分に５を

乗じた額。）を６％程度抑制する。また、経費節減の余地がないか自己評価

を厳格に行った上で、適切な見直しを行う。

④ 業務経費の縮減

業務の効率化等により業務経費（人件費、公租公課等の所要額計上を必

要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）について、本中期

目標期間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当分に５を乗

じた額。）を２％程度抑制する。

⑤ 教育コストの分析・評価

教育業務及び教育支援業務等に係る経費の分析・評価を行い、教育コス

トとそれ以外のコストを区別・把握することにより、教育コストの抑制に

努める。

⑥ 契約の適正化の推進

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日

閣議決定）に基づく取り組みを着実に実施し、契約の適正化の推進及び業

務運営の効率化を図る。

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項を達成する

ためとるべき措置

（１）教育の質の向上

① 航空会社と積極的に意見交換等を行い、エアラインパイロットに求められ

る知識・技能等を把握する。また、エアラインパイロット経験者を招聘し、

教育内容及び教育体制等の充実を図る。教育従事者に対して定期的に教育技

法等の向上のための研修を実施するとともに、操縦教官については技能審査

を毎年１回実施する。

② 追加教育の効果的かつ効率的な実施方法等について、引き続き検証を行い、

教育に反映する。

③ 以下の調査・研究を実施し、その成果を教育・訓練に反映させることによ

り、質の向上及び効率化等を図る。

イ 航空機の運航に関する基礎的研究

ロ 座学及びフライト課程における標準的な教育内容・手法及びその評価法

に関する調査・研究

ハ 新しい形態による乗員養成に関する調査・研究

ニ 安全管理システム（ＳＭＳ）を活用したヒューマンファクター問題への

対応を含む航空安全に関する調査・研究
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④ 大学校の人材、訓練機材及び教育施設等を効率的に活用することにより、

年間の養成学生数を７２名とする。

資質の高い学生を確保するため、募集にあたっては従来のポスターや雑誌

等による広報手法に加え、インターネット等の媒体を有効活用した広報活動

を展開し、受験者数の拡大に努める。また、航空会社等と情報交換しつつ現

行の入学試験（学力試験、適性試験等）の内容及び実施方法等について継続

的に評価を行い、その結果を入学試験制度に反映する。

（２）操縦士養成の新たな手法等の検討

操縦士の資格制度の改正等を踏まえつつ、航空企業のニーズを把握するべ

く、航空会社と定期的に意見交換や情報交換を行い、操縦士養成の新たな手

法等について検討する。

（３）航空安全に係る教育等の充実

安全運航の確保を業務運営上の最重要課題として位置付け、航空事故・重

大インシデント０件を達成するために、以下の事項を行う。

① 航空安全プログラム（ＳＳＰ）に基づき、次に掲げる取り組みを実施する

ことで航空事故その他の航空の安全運航に影響を及ぼす事態を未然に防ぎ、

もってその安全の確保を図る。

イ 航空大学校の安全に関する取り組み目標について、次に掲げる観点から

安全指標及び安全目標値を年度計画において設定するものとする。

ａ 業務の特性を表した指標であること。

ｂ 測定可能な指標であること。

ｃ 過去の実績、事業計画等と照合し、現状よりも改善（現状が最高の安

全性を示し、現状以上の改善ができない場合は、維持を含む。）した値を

目標値としていること。

ロ 理事長のリーダーシップの下で現行の安全管理システム（ＳＭＳ）の強

化を図り、安全目標の達成度や安全対策の実施状況について把握・分析を

行い、必要な改善点等の検討を行ったうえで、安全に関する取り組み目標

の再設定を行う。ＳＭＳの一環として策定された安全に関する基本方針に

基づき、安全業務計画を事業年度毎に作成し実施する。また、組織内の適

切な意思の疎通及び安全情報の共有のため、各校において安全委員会を毎

月１回実施する。

ハ 義務報告について引き続き実施するとともに、自発報告制度を確立し、

個人が報告することを推奨する。また、必要に応じて国土交通省等に報告

する。

ニ 組織全体の安全意識の更なる向上を図るために学識経験者、航空事故調

査官等の外部講師による役員及び職員への安全教育を毎年２回以上実施す
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る。また、航空大学校内部においても職員への安全教育を定期的に実施し、

法令等規則の遵守に関しても注意喚起を行うとともに、学生からのアサー

ション（注意喚起）がしやすい雰囲気作りのために教官を指導する等の取

り組みを推進する。

また、整備委託先等に対しては安全監査を通じて安全教育実施の指導・

監督を行う。更に、訓練機の安全運航の確保に係る調査・検討を行うとと

もに、その結果について周知・徹底等を図る｡

② 学生に対する安全教育を飛行訓練に移行する前から開始する。過去の事故

例から航空事故と人的要素の関わり等を教示するなど、航空安全についての

教育を飛行訓練開始前１０時間、飛行訓練開始後４０時間実施する。また、

安全管理システム（ＳＭＳ）を活用して航空事故への予防意識の定着を図る

とともに、アンケートの内容を充実させるなど、学生から教育に関する意見

や要望等の収集・分析を行い、安全教育に反映する取り組みを強化する。

③ 実機訓練における教育の実態をより正確に把握するために、効果的な方策

の導入等を図るとともに、担当教官に対して必要に応じ教育方法等に関する

アドバイス等を行う体制を充実させる。また、学生への教育の質の更なる向

上、平準化を図るため、指導方法等に関する教官間の意見交換等を推進する。

④ 総合安全推進会議において安全監査プログラムを策定し、訓練機の運航に

係る安全監査を年１回実施する。

（４）私立大学等の民間操縦士養成機関への協力

航空機操縦士の養成における民間参入の拡大のため、操縦士養成に係る標

準的な教材や教育・訓練内容（シラバス）の提供、標準的な教授方法に関す

る指導及び事故防止対策、安全管理システム（ＳＭＳ）整備の指導等を通じ、

私立大学等の民間操縦士養成機関への技術支援を着実に実施する。

（５）航空技術安全行政への技術支援機能の充実

① 国の操縦職員等の技量保持訓練、資格取得訓練等に適切に対応する。

② 国土交通省との連携をより強化するとともに、乗員養成や航空安全に関す

る調査・研究等の業務を通じて得られる知見及び技術力等を航空技術安全行

政における規制／基準の策定や評価の場へフィードバックする機能の充実を

図る。

（６）成果の活用・普及

従来から実施している「空の日」行事の他に地域の教育委員会等との調整

を行い、校外学習の一環として小・中・高生を対象とした「航空教室」を年

間４回程度開催するとともに、あわせて地域住民への航空思想の普及、啓発

を図るため市民航空講座を年間２回程度実施する。
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（７）内部統制の充実・強化

法令遵守の徹底及び内部統制の強化は安全を確保する上で極めて重要であ

ることに鑑み、法令遵守及び内部統制の監査の実施の強化や、内部評価委員

会への外部委員の参画を図るなど、情報セキュリティ対策を含めた内部統制

・ガバナンスの強化に向けた体制整備を推進するとともに、役職員等のコン

プライアンス意識の向上を図る。

３．予算、収支計画及び資金計画（人件費の見積もりを含む）

（１）予算、収支計画及び資金計画は、別紙１のとおり

（２）人件費削減の取り組み

総人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８年度から５年

間で５％以上を基本とする削減等の人件費に係る取組を平成２３年度におい

ても引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件費削減の取組を

踏まえ、厳しく見直すものとする。

なお、各事業年度毎の削減計画にあたっては、別紙２のとおりとする。

（３）自己収入の拡大

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日

閣議決定）等を踏まえ、航空会社及び学生が負担する割合を平成２３年度か

ら増加させ、平成２７年度までに大学校の訓練の実施に直接必要となる経費

の２分の１に相当する額（総経費の約３割程度）まで増加させる。その際、

航空会社間の負担が公平なものとなるような仕組みを導入する。また、平成

２８年度以降のあり方について必要に応じ検討する場合には適切に対応する。

４．短期借入金の限度額

予見し難い事故等の事由に限り、資金不足となる場合における短期借入金の限

度額は、５００百万円とする。

５．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画

該当なし
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６．重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

市道（宮崎市）拡張に伴い、隣接する同校用地の処分を行う。

（財産処分の内容）

航空大学校土地

７．剰余金の使途

① 入学希望者数の増加策に要する費用

② 養成の向上に資する調査・研究及び航空技術安全行政に資するための調

査・研究の実施

③ 効果的な養成を行うための教育機材の購入

④ 運航管理業務の充実を図るための業務支援機器の購入

８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項

（１）施設及び設備に関する計画

別紙３のとおり

（２）保有資産の見直し等

保有資産については、引き続き、その利用度のほか、本来業務に支障がな

い範囲での有効利用の可能性、経済合理性などの観点に沿って、その保有の

必要性について不断に見直しを行うとともに、見直し結果を踏まえて、大学

校が保有し続ける必要がないものについては、支障のない限り、国への返納

を行う。

（３）人事に関する計画

① 方針

一層の業務運営の効率化及び適正化に努める。

② 人件費削減の取り組み

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め

役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、給与改定に当たっては、

引き続き、国家公務員に準拠した給与規程の改正を行い、その適正化に取

り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。

特に事務・技術職員の給与水準については、平成２１年度の対国家公務

員指数が年齢勘案で１０６．３となっていることを踏まえ、平成２７年度

までにその指数を１００．０以下に引き下げるよう、給与水準を厳しく見
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直す。

なお、職員給与については、国家公務員の給与に関する法律や人事院規

則に準拠して支給されているが、今後も国との人事交流が行われることか

ら、対国家公務員指数については、都市部の官署に勤務していた者や単身

赴任者を受け入れる場合には、これらの職員に対する地域手当や単身赴任

手当が支給されるため、一時的に指数を押し上げる要因となっている。引

き続き、国家公務員の給与に関する法律や人事院規則に準拠して適正な運

用に努める。



（別紙１）

予算 (単位：百万円) 収支計画 (単位：百万円) 資金計画 (単位：百万円)

区　　　　　分 金　　　額 区　　　　　分 金　　　額 区　　　　　分 金　　　額

収入 費用の部 14,530 資金支出 14,413

運営費交付金 10,334 経常費用 14,530 業務活動による支出 13,826

施設整備費補助金 588 一般管理費 1,764 投資活動による支出 588

自己収入 3,492 減価償却費 117 財務活動による支出 0

計 14,413 教育経費 7,256 0

支出 人件費 5,394

業務経費 7,256 財務費用 0 資金収入 14,413

教育経費 7,256 臨時損失 0 業務活動による収入 13,826

人件費 5,394 運営費交付金による収入 10,334

施設整備費 588 収益の部 14,530 自己収入 3,492

一般管理費 1,176 運営費交付金収益 10,334 その他の収入 0

計 14,413 施設費収益 588 投資活動による収入 588

自己収益 3,492 施設整備費補助金による収入 588

【人件費の見積り】 資産見返運営費交付金戻入 64 その他の収入 0

資産見返物品受贈額戻入 0 財務活動による収入 0

資産見返寄附金戻入 53

臨時利益 0

純利益 0

総利益 0

期間中総額3,852百万円を支出する。
但し、総人件費改革における削減対象とし
ている人件費の範囲《法人の常勤役員及び
常勤職員に対し、各年度中に支給した報
酬、賞与、その他の手当の合計額のうち、
退職金、福利厚生費、今後の人事院勧告を
踏まえた給与改定分を除いた額》

次期中期目標の期間への繰越金

〔注記〕　退職手当については、役員退職手当支
給規程及び職員退職手当支給規程（国家公務員法
に準拠）基づいて支給することとなるが、その全
額について、運営費交付金を財源とするものと想
定している。 ※合計欄は、四捨五入表示のため合致しない場合があ

ります。



（別紙１）
運営費交付金算定ルール運営費交付金算定ルール運営費交付金算定ルール運営費交付金算定ルール

○運営費交付金＝人件費＋一般管理費＋業務経費－自己収入

１．人件費＝当年度人件費相当額＋前年度給与改定分等

　（１）当年度人件費相当額＝基準給与総額±新陳代謝所要額＋退職手当所要額

　　（イ）基準給与総額
23年度・・・所要額を積み上げ積算
24年度以降・・・前年度人件費相当額-前年度退職手当所要額

　　（ロ）新陳代謝所要額
新規採用給与総額（予定）の当年度分＋前年度新規採用者給与総額のうち平年度化額－前年度退職者の給与総額のうち平年度化額－当年度退職者の給与総額
のうち当年度分

　　（ハ）退職手当所要額
当年度に退職が想定される人員ごとに積算

　（２）前年度給与改定分等（２４年度以降適用）
昇給原資額、給与改定額、退職手当等当初見込み得なかった人件費の不足額
なお、昇給原資額及び給与改定額は、運営状況等を勘案して措置することとする。運営状況等によっては、措置を行わないことも排除されない。

２．一般管理費
前年度一般管理費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×一般管理費の効率化係数（α）×消費者物価指数（γ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因

３．業務経費
{前年度教育経費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）±学生数等の当年度増減に伴う額}×業務経費の効率化係数（β）×消費者物価指数（γ）×政策係
数（δ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因

４．自己収入
当年度に想定される収入見込額を計上

一般管理費の効率化係数（α）：毎年度の予算編成過程において決定
業務経費の効率化係数（β）：毎年度の予算編成過程において決定
消費者物価指数（γ）：毎年度の予算編成過程において決定
政策係数（δ）：法人の研究進捗状況や財務状況、新たな政策ニーズへの対応の必要性、独立行政法人評価委員会による評価等を総合的に勘案し、毎年度の予算編成
　　　　　　　　　　課程において決定
所要額計上経費：公租公課、実習装置借料等の所要額計上を必要とする経費
特殊要因：法令改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測不可能な事由により、特定の年度に一時的に発生する資金需要に応じ計上

[注記]　前提条件：
一般管理費の効率化係数（α）：中期計画期間中は0.97として推計
業務経費の効率化係数（β）：中期計画期間中は0.99として推計
消費者物価指数（γ）：中期計画期間中は1.00として推計
政策係数（δ）：中期計画期間中は1.00として推計
人件費（２）前年度給与改定分等：中期計画期間中は０として推計
特殊要因：中期計画期間中は0として推計
自己収入：自己収入を増加させる方策として、航空会社からの新たな受益者負担及び授業料などの既存の自己収入の引き上げ等



（別紙２）

人事に関する計画

区 分 合 計

平成２３年度当初（期初）の常勤職員数（人） １１２

平成２３年度末常勤職員数(人) １０９

平成２４年度末常勤職員数(人) １０６

平成２５年度末常勤職員数(人) １０３

平成２６年度末常勤職員数(人) １００

平成２７年度末（期末）の常勤職員数の見込み(人) ９７

中期目標期間中の人件費の総額見込み（百万円） ３，８５２

注： 上記の人数には、常勤役員２を含む。



（別紙３）

施設及び設備に関する計画（その他業務運営に関する事項）

施設及び設備の内容 予定額（百万円） 財 源

教育施設整備費

第１・２格納庫、体育館及び別館耐震調査等 ：宮崎 ７３ 独立行政法人航空大学校施設整備費補助金

学生寮室照明器具交換等工事 ：宮崎 ８ 〃

屋上補修(漏水対策）及び外壁補修工事 ：仙台 １３１ 〃

ＦＴＤ局舎屋上防水改修工事等 ：宮崎 ２９ 〃

消防用設備改修工事等 ：仙台 ３４ 〃

誘導路補修工事等 ：帯広 ７４ 〃

Ａ・Ｂ格納庫及び講堂兼体育館耐震補強工事 ：仙台 １３１ 〃

第１・２格納庫及び体育館耐震補強工事等 ：宮崎 ９３ 〃

格納庫粉末消火設備非常用電源装置更新工事 ：帯広 １６ 〃

合 計 ５８８

※合計欄は、四捨五入表示のため合致しない場合があります。


